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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
変
更
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
機
関
の
指
定
取
消
し
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
二

告

示
（
海
区
漁
調
）

○
東
京
海
区
に
お
け
る
そ
で
い
か
漁
業
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
三

○
東
京
海
区
に
お
け
る
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
の
採
捕

の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
五
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
西
東
京
市
中
町
六
丁
目
土
地
区
画
整
理
事

業
の
施
行
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
住
所
及
び
氏
名

西
東
京
市
中
町
六
丁
目
二
番
二
十
五
号

貫
井

正
彦

二

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
六
月
五
日
か
ら
令
和
九
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

西
東
京
市
中
町
六
丁
目
の
一
部

四

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

西
東
京
市
中
町
六
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

西
東
京
市
中
町
六
丁
目
二
番
二
十
五
号

六

施
行
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
六
月
五
日

七

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八

公
告
の
方
法

西
東
京
市
役
所
の
掲
示
板
又
は
施
行
地
区
内
に
掲
示
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
五

月
八
日

西
多
摩
郡
瑞
穂

町
む
さ
し
野
二

丁
目
二
十
三
番

二
の
一
部

延
長二

一
・
三
四

幅
員

六
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
五
百
十
二
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
葛
飾
区
東
四
つ
木

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム

化
合
物
、
シ
ア
ン
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素

及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
十
五
条

第
二
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支

援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶

助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
す
る
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、

法
第
五
十
五
条
の
三
第
四
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支

援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
五
号

東
京
海
区
（
小
笠
原
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
そ
で
い
か
漁
業

（
以
下
「
こ
の
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
七
年
六
月
五
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

馬

場

治

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
、
こ
の
漁
業
を
操

業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

㈠

承
認
の
対
象
船
舶
及
び
隻
数

ア

対
象
船
舶

東
京
都
小
笠
原
支
庁
に
備
え
付
け
る
漁
船
原
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

イ

隻
数

最
高
限
度
は
、
五
十
隻
と
す
る
。

㈡

漁
具
の
制
限

ア

こ
の
漁
業
の
操
業
に
使
用
す
る
針
数
は
、
幹
糸
一
本
当
た

り
十
本
以
内
と
す
る
。

イ

立
て
縄
釣
り
及
び
た
る
流
し
釣
り
を
操
業
す
る
場
合
は
、

五
十
組
以
内
と
す
る
。

ウ

た
る
を
連
結
す
る
場
合
は
四
た
る
以
内
と
し
、
連
結
総
延

長
は
三
百
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
。

㈢

承
認
書
の
備
付
け

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈣

操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
令
和
八
年

七
月
三
十
一
日
ま
で
に
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報
告

書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
要
領
）

三

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

四

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
八

年
六
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

◉
東
京
漁
調
指
示
第
六
号

東
京
海
区
（
小
笠
原
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
船
舶
を
使
用
し

た
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
七
年
六
月
五
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

馬

場

治

（
採
捕
の
禁
止
）

一

東
京
海
区
（
小
笠
原
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
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二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ

を
対
象
と
し
た
遊
漁
の
案
内
を
行
い
、
又
は
遊
漁
に
よ
る
底
魚
、

か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
小
笠
原

村
陸
岸
か
ら
三
海
里
以
内
の
海
面
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
底
魚
、
か
つ
お
及
び
ま
ぐ
ろ
を
対
象
と

し
た
遊
漁
の
案
内
を
行
い
、
又
は
遊
漁
に
よ
る
底
魚
、
か
つ
お
及

び
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

二

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
八

年
六
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。
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